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トランプ政権の動向（オバマケア代替法案）と 4月雇用統計について 

【要旨】 
 

 

 議会の下院は 5 月 4 日、オバマケア代替法案を可決した。賛成票は 217、反対票は

213で僅差での可決であった。 

 3 月 6 日に発表した当初の法案からの主な修正点は、①「既往歴を理由とした医療

保険料上乗せは引き続き禁止だが、州政府の判断で、保険加入期間が 63 日以上途

絶えた場合には保険料の上乗せを可能とする」、②「保険料の負担軽減のために州

政府が利用可能なファンドの金額を拡大する」等である。共和党内の保守強硬派に

配慮するために①の修正を行い、共和党内の穏健派にも配慮するために、①等の影

響を一部軽減するための②の修正を行ったようだ。 

 修正されたオバマケア代替法案については、議会予算局（CBO）による無保険者数

や医療保険料、連邦財政への試算が発表されていないこともあり、現時点で成立し

た場合の影響を見極めることは難しい。上院では、下院の法案に共和党議員からも

異論が出つつあるため、法案に一定の修正が加えられる可能性が高いほか、上院と

下院が調整して法案を成立させられるかどうかは依然不透明である。 

 今回の下院での可決は「トランプ政権や共和党（特にライアン下院議長）の政策実

行力を示せた」点で、他の経済政策実現に向けてもポジティブな動きと捉えられ

る。また、法案が成立すれば、オバマケア代替で生じる連邦財政見通しの改善部分

を「税制改正」や「インフラ投資拡大」の財源にまわすことができる、との見方も

ある。一方で、オバマケア代替法案の上院と下院の調整が長引くようだと、（オバ

マケア代替法案を棚上げした場合に比べ）他の政策課題への議会の取り組みが遅れ

る可能性がある点にも留意は必要だ。 

 経済指標に目を転じると、5 日に発表された 4 月の雇用統計では、非農業部門雇用

者数が前月比+21.1万人となり市場予想（Bloomberg集計値:+19.0万人）を上回る結

果となった。3 月の雇用者数増加ペースの鈍化は天候要因等による一時的なもので

あることが確認された。労働市場は引き続き安定的に回復していると言える。 
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1. トランプ政権の動向 

 

下院は 5月 4日、オバマケア代替法案を僅差で可決 

議会の下院は 5 月 4 日、オバマケア代替法案を可決した（第 1 表）。賛成票は 217、反対

票は 213で僅差での可決であった。共和党からは穏健派を中心に 20名が反対し、民主党は全

員が反対した。法案は、上院で今後検討される。 

オバマケアの代替については、下院共和党指導部が 3 月 6 日に法案を発表したものの、民

主党だけでなく、共和党内の穏健派、保守強硬派双方から批判が出るなか、可決の目処が立

たないとして 3月 24日に法案を撤回。当面は取り組まないとしていたものの、法案の内容を

修正して支持を拡げる動きが続いていたようだ。オバマケアの廃止・置換は、共和党の予て

からの主張であり、トランプ大統領が掲げた公約「可決を目指す 10の法案」の一つでもある。 

 

 

 

概要

・個人に対する医療保険加入の義務付け（と違反への罰金）を廃止

・大規模雇用主（50人以上）に対するフルタイム従業員への医療保険提供の義務付け（と違反への罰金）を廃止

・オバマケアに基づくメディケイドの拡大を段階的に終了（メディケイドを拡大している31州への連邦政府からの資金提供

を2020年に停止）

・通常のメディケイドについても、州政府への資金配分方法を、対象人数に基づき上限を設定する方式（per capita cap）か

ブロック・グラント方式へ移行し、連邦政府の支出を抑制

・メディケイドの受給資格等の決定権限は州政府へ与え、州毎の実情に即した運営を可能に

税控除

・勤務先や政府の保険プログラムでカバーされない層への保険加入支援は、オバマケアによる所得別・地域別の補助金（対

象は単身で年収47,500ドル、家族4人の世帯で97,200ドル以下）に代わり、年齢層別の還付可能な税額控除（ tax credit）を導入

・控除額は、30歳未満は年2,000ドル、30～39歳は年2,500ドル、40～49歳は年3,000ドル、50～59歳は年3,500ドル、60歳以上は年

4,000ドル。税額控除の一世帯当りの上限は年14,000ドル

・年収が個人で75,000ドル、世帯で150,000ドル以上の場合、税額控除は縮小（年収が閾値から1,000ドル増加する毎に税額控除

は100ドル縮小、個人で年収215,000ドル以上になると税額控除はゼロ）

・控除額は、消費者物価指数（CPI）を基準に毎年拡大

・州政府の判断で以下3つの実施が可能（＝オバマケアで求められた要件の適用除外が可能）

①保険会社が既往歴（pre-existing conditions）を理由にした契約解除や保険料上乗せを行うことは引き続き禁止だが、保険加

入期間が63日以上途絶えた場合には、保険料に対して1年間30％までのペナルティを課すことが可能

②保険でカバーが義務付けられている、入院・処方薬・マタニティケアといった基本10項目（essential health benefits）の緩

和が可能　

③高齢層に対して若年層の5倍の保険料設定が可能（オバマケアでは3倍まで）

・州政府が保険料負担の軽減等に利用可能な1,380億ドルのファンド（Patient and State Stability fund）を創設。うち、1,300億

ドルは向こう9年間、80億ドルは向こう5年間でのファンド

・引き続き、26歳までは両親の保険に止まることが可能（オバマケアから不変）

・医療貯蓄口座（HSA）の利用制限を緩和（2018年以降）。拠出可能な金額を現在の約2倍に拡大（個人：3,400ドル→6,550ド

ル、世帯：6,750ドル→13,100ドル）

・対象範囲をOTC（対面販売）医薬品等にも拡大

・医療貯蓄口座（HSA）を非医療支出に用いた際のペナルティを緩和（現在の20％から10％へ）

・医療支出口座（FSA）の利用制限を緩和

・オバマケアによる「処方薬」、「OTC医薬品」、「保険料」、「医療機器」等に対する課税を廃止（2018年以降）

・オバマケアによる高所得層（年収が単身で200,000ドル、夫婦で250,000ドル以上）に対するの2つの増税を廃止（「0.9％のメ

ディケア給与税」と「3.8％の投資所得税」）

・高額な医療保険に対する所謂「キャデラック税」は、導入時期を2020年から2025年へ延期

・Planned Parenthoodへの資金援助を1年間停止

第1表：5月4日に下院で可決されたオバマケア代替法案の概要

医療保険

加入の政

府支援等

その他

その他

（資料）下院共和党資料、各種報道より三菱東京UFJ銀行経済調査室作成

医療保険の

義務付け

メディケイド

オバマケアの増税

措置の取り扱い
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下院で可決されたオバマケア代替法案は、オバマケアの多くを変更する抜本的な内容 

下院で可決されたオバマケア代替法案の概要を確認すると、まずオバマケアで導入された

「個人に対する医療保険加入の義務付け」と「大規模雇用主に対する従業員への医療保険提

供の義務付け」が廃止される。また、オバマケアに基づくメディケイドの拡大（受給要件の

緩和）が段階的に中止され、通常のメディケイドについても連邦政府から州政府への資金拠

出方法が変更されて拠出が抑制される。 

勤務先や政府の保険プログラムでカバーされない層の医療保険加入支援については、オバ

マケアで導入された所得別・地域別の補助金が廃止され、代わりに年齢層別の医療保険料の

税額控除が導入される。また、オバマケアで導入された各種の増税は大半が廃止される。 

 

当初の法案からは、共和党内の保守強硬派に配慮した形へ修正 

3 月 6 日に発表した当初の法案からの主な修正点は、①「既往歴を理由とした医療保険料

上乗せは引き続き禁止だが、州政府の判断で、保険加入期間が 63日以上途絶えた場合には保

険料の上乗せを可能とする」、②「保険料の負担軽減のために州政府が利用可能なファンド

の金額を拡大する」等である。共和党内の保守強硬派に配慮するために①の修正を行い、共

和党内の穏健派にも配慮するために、①等の影響を一部軽減するための②の修正を行ったよ

うだ。 

当初の法案からの修正に際し、トランプ大統領のコアな支持者層に低所得者が多い点等を

考慮すると、民主党の一部と妥協することも選択肢かと思われたが、結局は共和党内の保守

強硬派を取り込む形となった。 

 

当面の注目点は、議会予算局による修正されたオバマケア代替法案についての試算発表 

修正されたオバマケア代替法案については、議会予算局（CBO）による無保険者数や医療

保険料、連邦財政への試算が発表されていないこともあり、現時点で成立した場合の影響を

見極めることは難しい（注 1）。CBO による当初の法案の試算では、無保険者は 2018 年までに

1,400万人、2026年までに 2,400万人増加し、財政赤字は 10年間で 3,370億ドル減少するとさ

れていた（注 2）。上院は CBO の試算発表を待って本格的な議論を開始する模様であり、CBO

の試算発表が当面の注目点である。 

また、オバマケアの廃止・置換は 3 段階で行われるため、第 1 段階の本法案だけでなく、

第 2 段階（当局による規制緩和）、第 3 段階（別法案）を含めて影響をみる必要がある（注 3）。 

なお、上院では、下院の法案に共和党議員からも異論が出つつあるため、法案に一定の修

正が加えられる可能性が高いほか、上院と下院が調整して法案を成立させられるかどうかは

依然不透明である。 

（注 1）民主党は、下院が CBOの試算発表前に法案を採決したことを批判している。 
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（注 2）2026年時点の無保険者数は、現行法下で 2,800万人と予想されているため、本法案の影響（2,400万人増加）を

加えて計 5,200万人となる。 

（注 3）本法案は「財政調整（リコンシリエーション）」と呼ばれる手続きを採るため、予算絡みの内容しか盛り込め

ず、盛り込めなかった部分が第 3 段階での別法案となる。リコンシリエーションを用いると、下院同様に上院

（100議席）でも 60票ではなく過半数（51票）で可決でき、民主党によるフィリバスター（議事妨害）を回避で

きる。現在の上院の議席は、共和党が 52、民主党が 48。 

 

オバマケア代替法案の上院と下院の調整が長引くようだと、他の政策課題への議会の取り組

みが遅れる可能性も 

今回の下院での可決は「トランプ政権や共和党（特にライアン下院議長）の政策実行力を

示せた」点で、他の経済政策実現に向けてもポジティブな動きと捉えられる。また、法案が

成立すれば、オバマケア代替で生じる連邦財政見通しの改善部分を「税制改正」や「インフ

ラ投資拡大」の財源にまわすことができる、との見方もある。 

一方、オバマケア代替法案の上院と下院の調整が長引くようだと、（オバマケア代替法案

を棚上げした場合に比べ）他の政策課題への議会の取り組みが遅れる可能性がある点にも留

意は必要だ。 
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2. 雇用統計 

 

4月の雇用者数の増加幅は市場予想を上回る良好な結果 

5 日に発表された 4 月の雇用統計では、非農業部門雇用者数が前月比+21.1 万人となり市場

予想（Bloomberg 集計値:+19.0 万人）を上回った（第 1 図）。3 月分は 1.9 万人下方改訂され

同+7.9万人、2月分は 1.3万人上方改訂され同+23.2万人となり、直近 3ヵ月平均値は同+17.4

万人となっている。 

業種別に雇用増減をみると、「レジャー・飲食」（同+5.5 万人）、「鉱業」（同+1.0 万人）

等が当該業種としては堅調な増加幅となり、「小売業」（同+0.6 万人）が 3 ヵ月連続ぶりに

増加に転じた一方、「情報」（同▲0.7万人）が 7ヵ月連続で減少し、「建設業」（同+0.5万

人）等が当該業種としては小幅な増加幅に止まった（第 2 図）。雇用が増加した業種割合を

示す雇用 DI（民間）は 60.2 となり、3 月（58.8）から上昇した。週平均労働時間（民間）は

34.4時間と前月（34.3時間）から増加し、労働投入量は前月から+0.5％増加した。 

 

   

 

失業率・広義の失業率ともに低下 

4 月の失業率は 4.4％と 3 月（4.5％）から低下した。引き続き 2007 年 5 月以来の低水準と

なっている（第 3 図）。失業率の変化を要因分解すると、就業者要因が▲0.10％、労働参加

率要因が▲0.06％、人口要因が+0.07％となっている（第 4 図）（注 4）。失業率の低下には、就

業者数増加と労働参加率低下の双方が影響した。4月の労働参加率は 62.9％と 3月（63.0％）

から低下している。 

各種失業率をみると、通常の U-3 失業率に加えて「求職意欲喪失者」を含めた U-4 失業率

は 4.7％へ低下（3 月：4.8％）、U-4 失業率に加えて「仕事を求めているが求職意欲喪失以外

の理由で過去 4 週間に就職活動を行わなかった人」も含めた U-5 失業率は 5.3％へ低下（3
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月：5.4％）、U-5 失業率に加えて「経済的理由によるパートタイム労働者」も含めた U-6 失

業率（広義の失業率）は 8.6％へ大きく低下した（3月：8.9％）（注 5）。 

（注 4）4 月の就業可能人口は 25458.8 万人となり前月から 17.4 万人増加、労働力人口は 16021.3 万人となり前月から

1.2万人増加、就業人口（家計調査ベース）は 15315.6万人となり前月から 15.6万人増加。就業者率は、60.2％と

なり前月（60.1％）から上昇。また、平均失業期間は、24.1 週となり前月（25.3 週）から短期化。失業者に占め

る 27週以上の長期失業者の割合は、22.6％となり前月（23.3％）から低下した。 

（注 5）「仕事を求めているが過去 4週間に就職活動を行わず失業者にカウントされていない人」は、153.4万人となり

前月から 6.1万人減少。「経済的理由によるパートタイム労働者（非農業）」は、519.7万人となり前月から 30.5

万人減少（「経済的理由によるパートタイム労働者」の就業者に占める比率は、3.6％となり前月から 0.2％ポイ

ント低下）。前者は「求職意欲喪失者（ディスカレッジド・ワーカー）」と「仕事を求めているが求職意欲喪失

以外の理由で過去 4週間に就職活動を行わなかった人」に分けられるが、「求職意欲喪失者」は 45.5万人となり

前月から 0.5 万人減少。「仕事を求めているが求職意欲喪失以外の理由で過去 4 週間に就職活動を行わなかった

人」は 108.0万人となり前月から 5.5万人減少。 

 

  

 

賃金上昇率は前年比+2.5％へ減速 

4月の時間当たり名目賃金（民間・全雇用者ベース）は前月比+0.3％となった。前年比では

+2.5％と 3 月（同+2.6％）から減速（第 5 図）。賃金上昇率（前月比）を業種別にみると、4

月は「情報」（前月比+1.1％）、「製造業」（同+0.7％）等の増加幅が大きかった一方、

「卸売業」（同 0.0％）、「建設業」（同 0.0％）、「鉱業」（同 0.0％）が横這いに止まった。

また、賃金上昇率（前年比）を業種別にみると、「情報」（前年比+4.6％）、「レジャー・

飲食」（同+4.3％）等の増加幅が大きかった（第 6図）。 

賃金上昇率（前年比）は足元でやや減速しているが、賃金上昇率の先行指標と考えられる

「失業者に占める自発的離職者の割合」等から判断すると、基調は引き続き緩やかな加速傾

向とみておいて良いだろう（注 6）。 

（注 6）4月の「失業者に占める自発的離職者の割合」は 11.2％となり、3月（11.1％）から小幅上昇。 
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4月雇用統計は、労働市場の安定的な回復を確認する内容 

今回の雇用統計が全体として良好な結果だったことで、3 月の雇用者数増加ペースの鈍化

は天候要因等による一時的なものであることが確認された。労働市場は引き続き安定的に回

復していると言える。 

なお、2ヵ月連続で大きく減少していた小売業の雇用者数は、4月に 3ヵ月ぶりに増加した。

内訳をみると、雇用者数減少の主因となっていた百貨店等を含む「総合用品店」が 6 ヵ月ぶ

りに増加に転じている（第 7 図）。4 月の小売業雇用者数は増加したが、今後（オンライン

販売の一段の増加等を背景とした）小売実店舗の閉鎖が短期間に集中した場合には、小売業

の雇用者数が大幅に減少する可能性もあり、引き続きこの点に注視は必要だろう。 

 

  

 

（2017年 5月 8日 栗原 浩史 hikurihara@us.mufg.jp） 
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作権法により保護されております。全文または一部を転載する場合は出所を明記してください。また、当資料全文
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